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地域介護・福祉空間等整備費補助金について 
 

１ 概 要 

介護サービス事業者が、既存の事業所において、非常用自家発電設備を整備する

経費の一部を助成する。 

 

２ 補助対象者等 

法人名 事業所名（施設種別） 補助額 

有限会社フエルシ 
①グループホームぽぽ箱根板橋 

（認知症高齢者グループホーム） 
5,810千円 

社会福祉法人 

小田原福祉会 

②潤生園よりあいどころ田島 

（認知症高齢者グループホーム） 
7,645千円 

③潤生園みんなの家たじま 

（小規模多機能型居宅介護事業所） 
7,535千円 

 

３ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①グループホーム 

ぽぽ箱根板橋 

（板橋 933番地の３） 

③潤生園 

みんなの家たじま 

（田島 1176−１） 

②潤生園 

よりあいどころ田島 

（田島 1205） 
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４ 予算額 

20,990千円 

 

５ 財 源 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（国 10/10） 

 

６ 事業完了予定時期 

令和５年（2023年）３月 
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ペイジー口座振替受付サービス導入事業について 

 

１ 事業概要 

住民サービスの向上及び行政・金融機関双方の事務効率化を図るため、デジタル 

技術を活用し、市役所等の窓口で国民健康保険料の口座振替依頼を可能とする 

ペイジー口座振替受付サービスを、令和５年(2023年)７月１日から導入予定である。 

 

２ 予算額     3,762千円 

  【内訳】  

   受付端末（８台）購入費 

   金融機関契約手数料等 

    

３ 財源 

  特別調整交付金 3,475千円 

 

４ 事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加入
手続者

小田原市
専用端末機

②キャッシュ
カードを通す

①本人確認書類の提示、確認及び申請書へ記入

口座振替登録依頼

③レシート
お客様控

④レシート
市側控

金融機関

（加入手続時)

マルチ
ペイメント
ネットワーク

ペイジー口座振替受付サービスの流れ
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５ その他 

  国民健康保険料（普通徴収）の納付方法について、口座振替を原則としていく。 

 

６ スケジュール 

  令和５年１月    日本マルチペイメントネットワーク推進協議会及び流通 

システム開発センターへの各種登録等申請 

  令和５年１月～２月 規則の改正に係るパブリックコメントを募集 

  令和５年７月    事業開始 
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休日・夜間急患診療所運営費補助金について 

（小田原医師会分） 
 

１ 概 要 

小田原市休日・夜間急患診療所は、休日や夜間における市民の一次救急医

療体制を確保するため、比較的軽症の救急患者に対する応急処置的な医療を

提供することを目的に小田原医師会が運営しており、市ではこの支援として

運営費の一部を補助している。これに加え、小田原医師会が診療内業務とし

てＰＣＲ検査体制を整えるため検査担当医を配置することから、必要な経費

の一部を補助する。 

 

２ 予算額 

 2,625 千円 

 

３ 財 源 

  足柄下郡３町負担金（56 千円） 

 

 

＜参 考＞ これまでのＰＣＲ検査体制 

(1) 令和２年(2020 年)５月 20 日 休日・夜間急患診療所のサテライトとし

て「おだわら予約制ＰＣＲセンター」を

開設（開設者：小田原医師会、場所は非

公表） 

 

(2) 令和４年(2022 年)３月 20 日 おだわら予約制ＰＣＲセンターの実施 

場所を変更 
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(3) 令和４年９月 30 日  おだわら予約制ＰＣＲセンターを終了。

ＰＣＲセンターが開設された当初に比べ

て、一般の診療所でもＰＣＲ検査を受け

られる発熱外来ができ、ＰＣＲセンター

以外の受け皿が増えたため、役割を終了 
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小田原市立病院患者給食調理業務委託業者の変更について 

 

１ 概 要 

(1) 令和４年(2022年)９月15日に、小田原市立病院患者給食調理業務の受託業

者から同年11月からの委託料に係る３割強の増額要求があり、要求額を承諾

できない場合は、令和５年(2023年)２月28日で契約解除する通告を受けた。 

 (2) 当該業務の委託は、食材費を別契約とした３年間の契約で賃金単価の上昇

も見込んでおり、当該業者からの通告は、不当かつ契約に基づかない解除通

知と解さざるを得ず、交渉不成立のときは、当該業務の履行が困難となり入

院患者の受入れができないこととなる。そこで、引き継いだ場合の当該業務

の準備期間を考慮のうえ、現委託業務に係る事業者選定プロポーザルの他の

参加業者に対し業務引継の可能性等を求めることとした。 

(3) 当該参加業者で、条件なく引継ぎの意思を示した業者を優先交渉権者に選

定し、現受託業者に対して令和５年２月28日で契約解除する通知をした。 

２ 内 容 

現委託契約の残存期間では業務引受が難しいこと及び新病院の開院時期を踏

まえて、当該業務の委託期間を３年間とする。 

区 分 内   容 

委託 

業務 

名 称 小田原市立病院患者給食調理業務 

内 容 

従事条件、栄養管理業務（献立管理、食札・食数管理等）、

患者給食調理業務（食品管理・給食材料調達支援、給食材料

下処理・調理・盛付け、配下膳等）、業務代行保証等 

予 算 額 419,760千円（債務負担行為の設定） 

契 約 期 間 令和５年３月１日～令和８年２月28日 

 


